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第１章 計画の基本的事項         

１．計画策定の趣旨 

 特定健康診査・特定保健指導の実施は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、

平成 20年度から各医療保険者に義務付けられました。このため、本町では同年に「神戸

町特定健康診査等実施計画」を策定し、被保険者の健康増進、医療費の適正化を目指し

取り組みを行ってきました。策定以来、特定健康診査受診率は 50％前後を推移している

ものの、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の

割合は増加しており、生活習慣病関連の医療費も増加し続けています。 

 そのような中、平成 26年 3月「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指

針」の一部改正により、保険者は、保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定

し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施・評価・改善等が求めら

れることになりました。その後、平成 30年 4月から県が財政運営の責任主体として共同

保険者となり、また、令和３年 12月に経済財政諮問会議の「新経済・財政再生計画改革

工程表 2021」において、当該計画の標準化を進めるにあたり、保険者共通の評価指標や

アウトカムベースでの適切なＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定が求められることにな

りました。 

 そこで、神戸町国民健康保険の保険者である神戸町は、被保険者の健康の保持増進に

資することを目的として、特定健診等の結果、レセプトデータや国保データベースシス

テム（KDB）等を活用して被保険者の健康課題を抽出し、より効果的な保健事業を実施す

るために保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定します。 

 

■保健事業の PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ分析→健康課題の明確化→目標の設定（評価が可能な数値目標を設定） 

保健指導対象の明確化→効率的・効果的な保健指導の実施→保健指導の評価 

生活習慣病の有病者・予備群の減少、生活習慣病の医療費の適正化 

検証結果に基づく課題解決に向けた計画の修正 

健康課題をより明確にした戦略的取組の検討 

計画（Plan） 

実施（Do） 

改善（Action） 

評価（Check） 
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２．計画の位置づけ 

 本計画は、「国民健康づくり運動（健康日本 21（第 3次））」に示された基本方針を踏ま

えるとともに、「岐阜県健康増進計画（第 4次ヘルスプランぎふ 21）」や「神戸町特定健

康診査等実施計画」、「神戸町健康増進計画（神戸町すこやかプラン 21（第 4次））」、「岐

阜県医療費適正化計画」、「安八郡介護保険事業計画」で用いた評価指標を用いるなど、

それぞれの計画との整合性を図ります。 

  

３．計画の期間 

計画の期間については、関係する計画との整合性を図るため、保健事業実施指針第 5の

5において、「特定健診等実施計画及び健康増進計画との整合性を踏まえ、複数年とするこ

と」としています。また、「神戸町健康増進計画（神戸町すこやかプラン 21）」は令和 6～

17年度まで、「神戸町特定健康診査等実施計画（第 4期）」は令和 6～11年度となっている

ため、本計画は令和 6～11年度までの 6年間とします。 

 

■各計画の期間 

 

※次期計画は令和 12年度より実施予定 

 

４．実施体制・関係者連携等 

 本計画は、国民健康保険担当課が主体となり保健衛生部局と連携し策定します。 

 また、岐阜県後期高齢者医療広域連合、安八郡広域連合、生活保護担当部局、町財政部

局との連携や安八郡地域医療連絡協議会において外部有識者である学識経験者、医師会、

歯科医師会、薬剤師会など被保険者の健康保持増進に関わる保健医療関係者と協力し、十

分連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度

神戸町特定健康診査等実施計画（平成２０年度～） 神戸町特定健康診査等実施計画（第４期）

本計画（平成29年度～） 神戸町データヘルス計画（第３期）


